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１．開  会 

【事務局】 只今より第２回国土技術政策総合研究所研究評価委員会を開会いたします。 

開会に当たりまして、国土技術政策総合研究所、所長の〇〇よりご挨拶申し上げます。 

 

【所長】 それでは、ご挨拶させていただきたいと思います。本日はお忙しいところ、お

集まりいただきまして、誠にありがとうございます。御礼申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、この本委員会、それから分科会に所属されておられる

委員の方々におかれましては、年２回、各会議でご意見を頂戴しておりまして、改めて御

礼を申し上げます。 

 最近の国総研の状況ですが、夏から秋に続いた台風１５号、１９号がございました。私

どもとしても、実は台風が直上を通過したこともあって、自分たち自身の被災も懸念しな

がら直後から体制をとって、その後、東北、北陸、関東、中部の各地方整備局に専門家を

延べ１００人程度の人員を派遣していたのですが、このような広域的な同時多発的な災害

になりました。 

 私ども、災害に対するフェーズというものが変わってきたと思っております。本日の議

論の中でも、災害対応というものを一つ取り上げているのですが、まだ、そそれについて

は議論が始まったばかりですので、資料に反映するまでには至っておりませんが、議論の

ポイントになろうかと思っております。 

 また、評価委員会についてでございますが、前回までの評価委員会でご議論いただいた

ことを踏まえて、今年度からやり方をがらりと変えています。昨年の６月に５年に１回の

機関評価をさせていただきました。お手元にそのご報告書がございますが、そのときには、

２９年に策定した「研究方針」等を踏まえて設定した８つの評価基準について評価してい

ただいたわけでございますが、機関評価、５年に１回瞬間断面で評価をするということで

はなくて、途中途中で、私どものマネジメントの仕方、研究活動の仕方というものについ

て、改善を加えていく。そのために、途中でご意見を頂戴するというやり方に変えさせて

いただいたところでございます。 

 そのようなことで今回の評価委員会は、８つの評価軸のうち４つについて、最近の状況

等についてお話をさせていただいて、ご議論をいただきたいと思います。 

 まだまだ私ども議論をしているところで、内容的な生煮えのところはあろうかと思いま

すが、そこも含めてご意見、ご指導を賜ればと思っております。いずれにしましても、い
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ただいたご意見を研究活動、それから私どもの機関の運営に生かしていきたいと思います

ので、忌憚のないご意見を頂戴できればありがたいと思います。どうぞ宜しくお願い申し

上げます。 

 

【事務局】 それでは、以後の議事運営につきまして、〇〇委員長にお願いしたいと思い

ます。宜しくお願いいたします。 

 

【委員長】 今、所長の方からお話がありましたように、昨年の機関評価を受けて、その

際に設定していただいた８つの軸のうちの４つを本日評価させていただくということです。

１年目ではありますが、この４年先を目指して、どのように国総研の方で取り組んでいた

だくかという、評価というよりは、現在取り組み始めていただいていることに対してご意

見を頂戴して、それを今後の活動に反映していただくというのが、後半の場だと思います。

前半は、三つの分科会において３人の委員の先生に取りまとめていただいている事前、事

後、追跡評価をご報告いただいて、それについてご意見をいただいてとりまとめるという

ことが、今回の委員会のタスクになっております。 

 委員を何期か務めていただいていらっしゃる方が多いので、十分お分かりだと思います

が、普通の研究機関の評価とは違って、国の政策を裏付ける技術開発を行う、あるいはそ

の実装を行う研究機関ということで、よく他の研究機関の評価の指標となる論文数やイン

パクトファクターなど、そのようなものとは全然違う世界の評価をさせていただくという

ことを委員の皆さん、是非ご確認いただきたいと思います。 

 先ほど１５号、１９号のお話がありましたが、私、土木研究所に勤めておりまして、災

害分野の担当でもありますので、国総研、土木研究所の災害ネットワークの情報が、土木

研究所経由で逐次入ってきます。台風１９号の場合は、台風が近づいたときから、治水容

量の１５０％の雨が降りそうだということで身構えておりました。発災後は、〇〇所長か

ら長期戦になるからしっかり腰を据えて、所員の皆さんの健康も留意しながらしっかりや

るようにという言葉が流れてくるのですね。本省とのやりとりの中で、対応が進められて

いくと。 

 そういう研究機関でございますので、そういう使命というものをよくご理解いただいて、

今日の評価に臨んでいただきたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 
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２．本日の議事について 

 

【委員長】 では、議事次第にございますように、本日の議題、議事について、まず事務

局からご説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 はい。資料１をご覧ください。本日の議事について説明いたします。 

 １．本日の議事でございますが、２点掲げております。１点目が、「令和元年度研究開

発課題 研究評価結果の報告・承認」となります。２点目が、「国総研全体の研究・活動

に対する評価」となります。順を追ってご説明いたします。 

 初めに、「２．令和元年度研究開発課題 研究評価結果の報告・承認」でございますが、

国の研究開発評価に関する大綱的指針等に基づきまして、国総研研究評価委員会分科会に

て各種評価を実施しており、今年度実施した評価の結果を事務局より本日ご出席の委員の

皆様にご報告いたします。 

 また、評価結果を確認いただくほか、各種評価における評価の観点等につきまして、ご

意見等を頂戴したいと思います。各委員におかれましては、資料４のコメントシートをご

活用、ご記入をお願いいたしたいと思います。 

 以上が、一つ目の議事のご説明となります。 

 次に、３．国総研全体の研究・活動に対する評価についてご説明いたします。 

 令和５年度実施予定の機関評価に向けて、令和元年度実施の研究評価委員会から機関評

価基準に基づき順次評価し、評価基準の見直し等を含めたご意見等をお願いたします。 

 別紙１の３ページ目をご覧ください。今ご説明した内容を図で記載しております。赤枠

が今年度該当箇所となっておりまして、今年度は、研究開発の実施・推進面から二基準、

機関運営面から二基準の計４基準の評価をお願いしたいと思います。 

 お手数ですが再び資料１にお戻りください。資料中ほどでございますが、今年度評価い

たします基準は、研究開発の実施・推進面では、「①国土交通政策の企画・立案・普及を

支える研究開発」と「②災害・事故対応への技術的支援と対策技術の高度化」の２基準で

お願いいたします。 

 また、機関運営面では、「⑦住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の

保有・機能の強化」と「⑧研究成果・研究活動の効果的な発信」の２基準でお願いいたし

ます。 
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 各委員におかれましては、資料５のコメントシートをご活用、ご記入のうえ評価の方を

お願いいたします。 

 最後に、４．本日の議事進行でございますが、１）の議題につきましては、資料の説明

を１０分、質疑応答を１５分の計２５分で進行を宜しくお願いいたします。２）の議題に

つきましては、資料の説明を３０分、質疑応答を３５分、講評５分の計７０分で進行をお

願いしたいと存じます。また、２）の議題の途中に休憩時間を１０分設けてございますの

で、本日は、合計で１２０分の委員会を予定させていただいているところでございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

【委員長】 只今、事務局から本日の議事の進め方についてご説明がありましたが、ご質

問等ありましたらどうぞお願いいたします。よろしいですか。 

 それでは、議事１）令和元年度研究開発課題 研究評価結果の報告・承認について、事

務局からお願いいたします。 

 

３．１）令和元年度研究開発課題研究評価結果の報告・承認 

 

〔パワーポイント映写 以下、画面ごとに・の表示〕 

【事務局】 それでは、資料２をご覧ください。 

 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」等に基づき、研究評価委員会分科会にて評価

をおこなっていただきました。その結果についてのご報告をおこないます。評価結果を確

認いただくほか、事前、事後、追跡の評価の観点等についてのご議論をいただければと思

います。コメントシート、資料４のご活用をお願いいたします。 

・研究開発課題の評価についてですが、事前評価は必要性、有効性、効率性の三つの観点

から研究実施の可否を評価し、予算等の資源配分の意思決定を行います。事後評価は、同

じく三つの観点から目標の達成状況を把握し、研究の実施方法と体制の妥当性、目標の達

成度を評価し、その後の研究課題の活用等を行うために実施するものです。追跡評価につ

きましては、国費投入額の大きい研究課題について、研究成果の直接的な反映及び波及効

果、副次的効果等についてまとめるものでございます。 

・土木分野の第一部会では、三つの研究課題について評価をいただきました。その内容に

ついてご説明いたします。お手元に参考資料６として、分科会のときに用いました資料を
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ファイルに綴じておりますので、必要に応じてこちらもご説明に使わせていただくかと思

います。 

 まず、事前評価としては、「現場の環境変化を考慮した土木施工の安全対策の高度化に

関する研究」の評価をいただきました。 

 土木施工の担い手や作業環境の変化に対応し、安全対策の高度化を促す取り組みに資す

るもので、死亡事故発生の多い作業での要因分析と対応策の検討をし、得られた結果を建

設機械施工安全マニュアル等に反映するものです。 

 分科会では、「実施すべき」との評価をいただきました。委員の先生方からは、ＩＴ機

器、ＡＩ等の新技術を活用した研究成果を視野に入れるべきといったコメントをいただい

ており、現場での危険予知活動を効果的に進められる新技術の活用を検討するように実施

してまいります。 

・二つ目は、「社会資本整備プロセスにおける現場生産性向上に関する研究」の事後評価

です。 

 研究の成果としては、全体可視化技術の社会実践に向けて、多点観測技術の適用による

面的な数量算出に対応した寸法管理基準などを策定いたしました。また、プレキャスト技

術等の省力化・効率化を図る設計手法を確立するため、予備設計時の比較検討における評

価項目の提案を行いました。 

 研究の実施方法と体制の妥当性については、「適切であった」との評価をいただき、「目

標を達成できた」と評価していただいております。トータルコストを算出できる設計手法

の提示に期待するといったコメントをいただき、今後の研究に反映することといたしてお

ります。 

・三つ目は、平成２５年から２７年度に実施いたしました「道路インフラと自動車技術と

の連携による次世代ＩＴＳの開発」です。 

 研究成果としては、一つとして、交通円滑化・安全運転支援システムでございます。渋

滞発生の原因となるサグ部等での路車協調サービスによる交通円滑化方策を研究いたしま

した。この成果を契機に、アメリカの交通運輸研究協議会において、「Ａｄａｐｔｉｖｅ 

Ｃｒｕｉｓｅ Ｃｏｎｔｒｏｌの利用と交通容量」の議論が開始になったところでござい

ます。 

 また、３５の協調ＩＴＳサービスについての「システムアーキテクチャ」「システム構

成・機能要件」を作成しました。これは、「合流支援サービス」等の次の共同研究に繋が
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り、来年２０２０年、共同研究成果を活用した自動運転デモを予定されております。 

 三つ目は、大縮尺道路地図の整備・更新要領を作成いたしました。 

 この研究については、「十分に成果が反映されている」という評価をいただきました。

また、自動車の有するセンシングデータを自動車と道路管理者だけでなく、更なる協調先

も考えていただきたいとコメントをいただいており、現在おこなっている研究の参考とい

たします。 

・建築分野の第二部会では、来年度から新規の４つの研究課題について事前評価を、それ

から、昨年度終了いたしました二つの研究課題について事後評価をいただきました。第二

部会は、建築・住宅・都市の三つの研究部の評価をいただいており、各研究部それぞれ一

つずつ説明をいたします。 

・まず、事前評価をいただいた「非住宅建築物の防火性能体制性能の高度化に資する新し

い性能指標および評価プログラムの開発」です。倉庫等の非住宅建築物においては、火災

による継続使用上の影響を回避、低減出来ることが重要です。このため、火災後の継続使

用性能を総合的に評価する新しい性能指標およびその評価プログラムの開発を行うもので

す。 

 分科会では、「実施すべき」との評価をいただきました。委員から、対象範囲が広く、

事例調査の前提条件を明確にすべきといったコメントをいただきましたので、火災の多い

物流倉庫から検討を始め、段階的に多用途、多方向に展開出来るよう、研究を進めてまい

りたいと考えております。 

・続きまして、都市研究部の「スマートシティ推進支援のための主要な都市問題解決に係

る計画評価技術の開発」についての事前評価です。地方公共団体がＩｏＴ等新技術の活用

による都市問題の解決の検討を支援するため、都市の諸問題の解決に必要な対応可能な新

技術の体系的整理を行うとともに、都市問題解決効果に係る計画評価手法を開発するもの

です。 

 分科会では、「実施すべき」との評価をいただきました。地方公共団体の特性を踏まえ

たスマートシティ導入のプロセス・課題について検討すべきとコメントをいただいており、

都市の空間特性や財政規模、意欲などの特性を踏まえ、広域連携を視野に入れて研究を進

めてまいります。これも来年度の予算要求をおこなっております。 

・住宅研究部の研究としては、「建築設備の自動制御技術によるエネルギー削減効果の評

価法の開発」の事後評価をいただきました。 
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 研究の成果としては、まず、照明・空調設備を対象に自動制御技術の分類及び定義の作

成をいたしました。また、一般的な自動制御技術の評価法の構築を行いました。このうち

空調設備のポンプ変流量制御に関する成果は、国際規格化されました。 

 三つ目として、高度な自動制御技術の方の評価方法としては、任意評定制度のためのガ

イドライン案を策定いたしました。 

 研究実施方法と体制の妥当性については、「適切であった」との評価をいただき、目標

の達成度としては、「目標を達成することに加え、目標以外の成果も出すことができた」

という評価をいただきました。目標以外の成果に当たるものとしては、実建物におけるエ

ネルギー削減性能試験法でございまして、本研究の中で、実際の建物で色々測定をおこな

ったノウハウを実建物における性能試験法として整理をいたしました。この一部につきま

しては、ＩＳＯとして先月発効されたところです。委員からいただいたコメントにつきま

しては、今後の研究に反映してまいります。 

・港湾、空港分野の第三部会では、三つの研究課題について評価をいただきました。 

・まず、事前評価いただいた「自動運転空港除雪車両の導入に関する研究」についてです。

人手不足が進行する中、空港運用においても自動運転除雪車が必要となっております。こ

れに際して、空港除雪作業計画の見直し手法や省力化の評価手法、除雪車の技術開発の方

向性の検討を行うものです。 

分科会では、「実施すべき」との評価をいただきました。委員から、降雪の量、質の変化

に対応出来る自動化を目指すことといったコメントをいただいており、作業者や除雪車メ

ーカー等へヒアリングを実施し、必要となる技術等についての検討をおこなってまいりま

す。 

・沿岸海洋・防災研究部の「高潮災害に対する港湾地帯の安全性の確保に関する研究」に

ついての事後評価をいただきました。研究の成果としては、潮位・波浪観測の高度化、高

潮心酔予測の高精度化などでございまして、実施方法と体制については、「適切であった」

と評価をいただき、達成度としては、「目標を達成することに加え、目標以外の成果も出

すことができた」と評価していただきました。それは、具体的には、コンテナの積み方や

固縛方法に関する成果でございまして、研究開始後の一昨年の台風２１号により港湾地帯

で大きな被害が発生したことから、研究を行いました。 

 高潮浸水被害予測の高精度化について、定量的に判断する指標の必要性をコメントいた

だいており、今後の研究の参考といたしてまいります。 



9 

・港湾研究部の「既存港湾施設の長寿命化・有効活用に関する実務的手法に関する研究」

についても、事後評価をいただきました。研究の成果として、老朽施設の事故事例のデー

タベース化。劣化度評価結果の可視化など、性能評価に関する情報提供の検討。点検補修

等の判断のための補修時期・劣化位置等の情報を得ることが出来る情報提供システムの開

発をおこないまして、研究の実施方法・体制の妥当性については、「適切であった」、達

成度としては、「目標を達成することに加え、目標以外の成果も出すことができた」と評

価していただきました。目標以外の成果に当たるものとして、港湾管理者からのヒアリン

グを踏まえて、策定、検討いたしました補修・利用制限への対応策の提示方法について、

目標以外の成果を出すことができたという達成度の評価をいただきました。 

 委員からいただきました補修・利用制限の判断につがなる具体的な性能があるといった

コメントをいただきまして、今後の研究の参考といたします。 

・最後のページは、来年度に事後評価をいただく１３の研究課題でございます。このほか

に令和３年度に新規に開始する研究課題についての事前評価もお願いすることを予定して

おります。 

 以上で分科会の報告のご説明を終わります。 

 

【委員長】 只今の事務局の説明につきまして、ご意見、ご質問をいただくところではご

ざいますが、この分科会の報告は、それぞれの主査をお務めいただいている委員の方々が

ご出席でいらっしゃいますので、まず、主査の委員の先生からコメントをいただきたいと

思います。 

 第一部会の主査を務めていらっしゃいます〇〇委員、お願いいたします。 

 

【委員】 第一部会の主査を務めております〇〇です。 

 三つの課題について評価をいたしました。事務局からお話があったように、第一課題の

事前評価については「実施すべき」、第二課題の事後評価については、方法及び体制の妥

当性は「適切であった」で、目標の達成度は「目標を達成できた」ということです。第三

課題は、追跡ということで、十分に成果が反映されているという評価をいたしました。 

 評価をする過程において、少し整理をする必要があるというところを感じておりました

ので、その説明をいたしたいと思います。 

 具体的には、追跡評価に関する評価の難しさを感じました。評価をする際にそれぞれの
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課題が例えば初期段階の研究課題、中期段階の研究課題、あるいは後期段階ということで、

それぞれ段階が設定されておりまして、そのときに中期や後期というのは、かなり具体化

されているので、実用化、あるいは現場にどう普及しているのかというような視点で追跡

評価をするというのは、比較的容易なのですが、今回の追跡評価の対象は初期段階という

ことで、平成２７年に終わっているもので、３年、４年経っております。実際には、その

初期段階から共同研究等が進んで、ＩＴＳ関係のものについて具体的に研究が進んでおり

十分に普及もされているので、成果が反映されているという評価をさせていただきました。

要は、初期段階の場合の追跡の評価としては、それが更に中期段階や後期段階に積極的に

展開されたというような評価もあり得て、なおかつ現場にもどの程度反映したかというこ

ともあり得るというように、若干初期段階の追跡評価ということについては、どういう形

で整理をすればいいかというところが少し難しさを感じたところです。 

 以上です。 

 

【委員長】 議論は後でいたしたいと思います。今非常に重要な点をご指摘いただいたと

思いますが、まず、各部会の主査の先生方にコメントをいただきたいと思います。 

 第二部会の主査を務めていらっしゃいます〇〇委員、お願いいたします。 

 

【〇〇委員】 第二部会の主査を務めております〇〇でございます。 

 私の部会では、事前評価が課題番号４から７については「実施すべき」。先ほどもご説

明もありましたが、それから事後評価の８、９については、研究の実施方法と体制の妥当

性については「適切であった」ということと、目標の達成度についても先ほどご説明あり

ましたように、十分な成果が出されたと。あるいは成果以上のものを出せたという形の評

価をいたしました。 

 特に、冒頭の所長のお話にもありましたように、環境変化や災害の激甚化、少子高齢化

による諸問題の対応という形で、都市・建築・住宅分野でも多種多様な研究課題が出され

ておりますし、来年度からも防火、空き家、自立型エネルギーシステム、スマートシティ

といった多岐にわたる研究が予定されており、その成果に期待するところでございます。 

 より包括的な課題として、やはり話題になっている気候変動への対応というので、これ

は多分地球全体というかグローバルな課題で、多くの国々でも緊急課題ということで注目

が集まっており、国際的な連携が求められています。特に日本は、置かれている色々な地
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理的や地形的な特殊性、それから他の国に先駆けて人口減少や高齢化課題が発生して、色々

挑戦的な課題に取り組みをおこなっていることですから、是非国総研においても、分野横

断型の総合的研究に取り組んでいただいて、第一、第二、第三という形には分かれており

ますが、より大きな、近未来的に直面する気候変動への対応というのは、総合的に取り組

まなければいけない課題だろうと思っております。取り組む際は個別具体的の研究テーマ

でやらないと、あまり壮大なことで空飛ぶ絨毯のような話になっては困ると思いますが、

少なくとも大きな傘としては、やはり緊急課題としてこれが重要なんだという形で、国総

研の総合力を活かした国家的な研究・プロジェクトとしておこなっていただければなと思

っております。 

 それから、最後になりますが、第二部会においては、来年度で任期満了となる委員が２

名いらっしゃるということで、次期委員の改選の際には、都市住宅建築分野の将来想定さ

れる課題等を踏まえた上で適切な委員が選ばれると、今後の評価委員会がより良いものに

なるのではないかと思っておりますので、どうか宜しくお願いいたします。 

 

【委員長】 第二部会もその性質に合った非常に貴重なコメントをいただいておりますが、

これも併せて後ほど議論させていただければと思います。 

 それでは、第三部会の主査を務めていらっしゃいます〇〇委員、お願いいたします。 

 

【〇〇委員】 〇〇でございます。 

 第三部会では、先ほどご紹介ありましたとおり、三つ課題が上がっていましたが、一つ

は、１０番目です。１０番は「実施すべき」。それから１１、１２番はいずれも目標の達

成で、それにプラスアルファの目標以外の達成も出すことができたということで、研究を

進める上で、その時々にまた新たな課題が生じて、それに対応して、それの成果が目標以

外の成果ということになったかと思います。そういう意味では、非常にポジティブに捉え

たいと思います。 

 それからあとは、３つの課題のキーワードとしては、例えば１０番が先進的ないわゆる

自動運転。それからあとは、１１番が災害対策。それから１２番が維持管理ということで、

私が思いますのは、第三部会、今回はそんなに数は多くないのですが、今申し上げたよう

な自動運転や例えば維持管理、それから災害対策など、実は、この第一、第二、第三部会、

これを串刺しにするようなキーワードがあると思います。 



12 

 違うキーワードで、第一、第二、第三の横断的な研究分野の整理といいますか、そのよ

うな見せ方をしていただくことも必要かなと。あまり部会に分離し過ぎるというのも、見

せ方としては、少し足りない部分がありますので、何かそのような整理、ＰＲの仕方をこ

のようなことも考えていただきたいと思う次第でございます。 

 はい。以上でございます。 

 

【委員長】 はい。どうもありがとうございました。 

 それでは、委員の方々からご意見をいただければありがたいと思いますが、何かござい

ますでしょうか。 

 

【〇〇委員】 港湾の事後評価で、老朽化施設の点検・診断のところで、少しお伺いした

いのですが、国交省の方でも様々な分野について、老朽化のインフラの診断をホームペー

ジ等で報告されているのですけれども、こちらの研究が国交省で公表している老朽化の診

断にどのように活かされたのか、具体的に教えていただければと思います。 

 

【委員長】 国総研側の方から、よろしいでしょうか。 

 

【国総研】 管理調整部長の〇〇と申します。 

 老朽化対策につきまして、大きな方針はおっしゃるとおり、国土交通省から示されてお

ります。 

 ただ、港湾の取り巻く環境といたしましては、管理をする県あるいはその市町村におき

ましては、なかなか専門的な技術者がいない、あるいは費用的な面でもなかなか十分に対

応出来ないというような課題がございます。 

 ですから、この研究の中では、できれば専門的な技術が必要だと考えておりますけれど

も、それが多少不足してても、できるだけ簡易に評価できる、あるいは老朽化の状況を把

握しやすいようなツールというものを、今回開発して、それをそれぞれの管理される方々

へ提供するというような形をとっております。ですから、これを使っていただければ、よ

り効率的に、省力化も含めて適切な維持管理をしていただけるものと考えているところで

ございます。 
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【委員】 そうしますと、今どのぐらい、実際に使われていくのでしょうか。 

 

【国総研】 その辺については、まだ十分把握をしていないところでございますが、今年

度はホームページにおいてこのツールを公開しておりまして、各管理される方々にも周知

をして、使っていただくようにしておりますし、また機会を捉えて、使い方についてもお

示しするような機会も考えておるところでございます。 

 

【委員】 ありがとうございます。そうすると、国交省でおこなっている大きなインフラ

老朽化の流れを、更に促進するための港湾に関するスペシフィックな技術であると理解し

てよろしいですか。 

 

【国総研】 はい。おっしゃるとおりでございます。 

 

【委員長】 貴重なところをクリアにしていただきましてありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

【委員】 ありがとうございました。 

 今、大学でもしきりとＳＤＧｓに対する対応について言われております。ある意味ＳＤ

Ｇｓは、人類あるいは社会においての共通目標のような形で整理されているものになって

いると思いますので、もちろん国土技術政策として行うべき内容というものが、ＳＤＧｓ

を全部網羅する必要はないと思いますが、やはり国土交通省あるいはその研究所が、ＳＤ

Ｇｓの評価指標で見たときに、どういうところを狙って取り組んでいるのだというものが

明示されると、外向けには分かりやすくなるのかなと少し思いました。 

 

【委員長】 どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 非常に貴重な意見、やはりこのような全体評価、評価の結果を全体で議論することのメ

リットは、このようなところにあるのだなと感じました。 

 〇〇先生からご指摘のあった、研究段階のフェーズが違っているときの、それぞれの事

後なり追跡評価のあり方は、確かに異なると思います。 

 今、私もたまたま、土研で追跡評価を受けているのですが、初期段階のものは、そのま
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ま行く場合もありますし、それがかなり変質して次の段階に進む場合もありますよね。そ

うすると、そこの部分をしっかり見ておかないと、成果が活かされていないではないかと

いう評価にもなりかねない場合もありまして、その研究の発展段階における成果の追跡評

価ということに、やはり留意していく必要があるかなと思いました。非常に重要なところ

だと思います。 

 それから、第二部会、第三部会でご指摘のあったことは共通で、その後、〇〇委員、〇

〇委員からあったことも共通ですが、社会で取り組むべき課題、気候の変化、少子高齢化、

施設の老朽化に対する長寿命化や有効活用、ＳＤＧｓ、データ、災害レジデンスなどある

わけですね。そういう視点で串刺しにして成果をまとめて発信する、あるいはそれを評価

するという枠組みもあるのではないかというご発言が続いたわけです。 

 この委員会は、評価とはどうあるべきかを考える委員会でありますので、今８つ評価基

準を示されておりますが、今出た各委員からのご発言、非常に重要なところだと思います

ので、是非今後の評価に活かしていただければと思います。 

 時間の制約もございますので、ここで、次の議事に移らせていただきます。 

 議事２は、「国総研全体の研究・活動に対する評価」でございます。事務局からご説明 

をお願いいたします。 

 

３．２）国総研全体の研究・活動に対する評価 

 

【事務局】 それでは、資料３、国総研全体の研究・活動に対する評価のご説明をいたし

ます。 

 本日は、３０年度の機関評価で指摘をいただきました部分を補完した内容として、評価

基準ごとに国総研としての考え方や方針、更には３０年度以降新たに取り組んでいる、ま

たは今後取り組む予定の研究活動の事例をご紹介いたします。 

・それでは、まず、評価基準①についてですが、国総研の研究開発に関する予算や考え方

について改めて整理し、最近の動きをご紹介いたします。 

・国総研は、国土交通省の内部部局として「政策を支える研究」活動を実施しております。

国総研の研究方針では、「国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発」として４

つの項目を設定しております。直面する重要な政策展開を支える研究。２つ目は、将来的

な対応が想定される課題を抽出し、政策の方向性を提案するための研究。３つ目は、国土・
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社会の動向を継続的・長期的に分析し、知見を蓄積する研究。４つ目は、戦略的な国際標

準化、途上国の技術者育成です。 

 これらにつきまして、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進。気候変動に対する新たな

治水計画に資する研究。それから、交通事故の分析・研究についての事例をご紹介いたし

ます。 

・まず、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進に関する研究ですが、これは、ＰＲＩＳＭ

という従来の研究予算以外の予算を確保して研究をおこなっております。官民で民間投資

誘発効果の高いターゲット領域を設定し、関連施策の見直しと併せて社会実践に向けた民

間投資の拡大を推進する制度でございまして、国総研においては、情報化施工を導入する

上での技術基準を整備、民間による情報化施工の導入推進を図り、民間による新たな情報

化施工の技術開発を誘導していくこととしております。 

 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎでは、建設工事の測量・調査段階から、設計・施工・維

持管理まで一貫した情報化と効率化を目指すもので、特にデータの３Ｄ化、４Ｄ化を中心

として取り組んでおります。各段階でのデータの高度化は、地理情報レベルからミクロな

現場レベルに至るまで広範囲にわたっており、国土地理院や建築研究所といった関係機関、

更には大学と連携しておこなっております。 

 このｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎについては、国総研の所長がＰＤとして全体を統括

し、連携研究の要として取り組むとともに、各領域の研究者が参画しております。 

・続いて、気候変動の研究事例についてです。気候変動への対応、適応については、従来

研究を続け、知見を蓄積してきたところですが、国総研では、平成２１年に気候変動適応

推進本部を設立し、体制の強化を図ってきております。 

 その中、気候変動適応策に関する中間報告を平成２５年に取りまとめ、その後も気候変

動による将来の降雨量の変化倍率、これらの成果のブラッシュアップを継続的に実施して

まいりました。 

 このたび、国交省は、気候変動を踏まえた治水計画の見直し、手法の検討のために設置

した有識者会議にこの研究成果を提供いたしました。これを受けて、気候変動を踏まえた

治水計画のあり方の提言を取りまとめいただきまして、それに国総研として貢献したとこ

ろでございます。 

・３つ目が、交通事故発生状況に関する研究でございます。効果的な交通事故対策におい

て、事故データを収集し、発生状況を分析することは非常に重要ですが、継続的な事故発
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生状況の分析整理による長期的な事故発生状況のモニタリングを実施し、課題を抽出して

まいりました。 

 加えて、課題と見られる事故の形態については、事故の特徴を詳細に分析し、対応策の

検討も実施してまいりました。例えば、長期的な変動から近年の交通事故死者数に占める

割合が最も多い歩行者について、自宅付近での身近な道路で事故が多いであるなど、歩行

者と自動車が衝突する事故では、時速３０キロ以上となったときに死亡事故になりやすい

といったようなことがデータから抽出されてまいりまして、生活道路における速度抑制対

策として、ハンプ等の物理的デバイスの検討を本格化させ、現在では、その形状について

基準化をおこなったところでございます。 

・続きましては、国際戦略についてです。前回の機関評価では、国際展開などのビジョン

が見られないでありますなど、海外からの研究者を招へいすべきではないかといったご指

摘をいただきました。国総研では国土交通省の関連方針を踏まえ、１から３を柱として国

際的な活動を展開しております。 

 まず、１つ目、国内政策に対する技術面からの貢献です。国総研の根幹となる活動を遂

行するため、海外の政府機関等ともネットワークを結び、先進事例や被災事例の情報収集

を行い、国内の政策提案や技術基準等への反映を行います。 

 ２つ目は、開発途上国への技術協力でございますが、公共施設管理者に近い立場で国内

での災害等から得られる知見・教訓やそれらを反映した防災・減災対策の高度化研究の成

果を活かし、開発途上国での現地政府が抱える高度な技術的課題への対応策や技術系の政

府職員の能力向上を支援したり、海外における大規模災害に対し、災害対応先進国として

技術的に支援するものです。 

 ３つ目のインフラシステムの海外展開では、国内で直面する重要な政策展開を支える技

術基準手法の策定の知見を生かして、ＩＳＯでの国際標準化のための委員会に、国総研し

かおこなっていない、あるいは国総研が強い分野で参加をしております。特に一部の分野

では、作業原案を作成し、実質的な議論の主導をおこなっております。 

 また、ＩＳＯ以外にも、海外では施設整備や運営の際に、技術基準に基づいて行われま

すが、国内基準と海外基準の整合性を図ることで、国内技術の海外進出の円滑化に貢献し

ております。 

・最近の事例をお示しいたします。 

 まず、１つ目の「国内政策に対する技術面からの貢献」についてですが、一つは、途上
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国であるベトナムとの協定でございます。日本では数少ない特殊橋のデータを国総研が入

手出来るとともに、ベトナムでの維持管理のモニタリングの課題の解決に協力するもので

す。 

 もう一つは、先進国であるドイツとの覚書で、都市・住宅・建築分野で、省エネやＢＩ

Ｍの協力を行います。 

 ２つ目、「開発途上国への技術協力」については、海外政府が抱えている高度な技術課

題に対し、解決に向けての提案や研究協力をおこなっております。ＪＩＣＡの要請に応じ

て、各プロジェクトにおいて、専門家派遣をおこなったり、研修生の受入としては、年間

１２０名程度を受け入れて、研修所内での講義や実験施設の見学をいただいたりしており

ます。 

 ３番目の「インフラシステムの海外展開」では、下水道分野では、国が主導して新技術

の開発を行うＢ－ＤＡＳＨプロジェクトというものを国内で実施しておりますが、そこで

培われたノウハウを国際的な基準に反映し、海外での水ビジネスにおける国際協力の強化

を目指しております。 

 建築分野での取り組みは、住宅研究部で実施してきた設備のエネルギー消費の自動制御

システムに関する研究成果が今年１１月にＩＳＯ化されましたということは、先ほどの分

科会報告の中でもご紹介したとおりでございます。 

 また、ＩＳＯ以外にも、港湾の分野では、日本の技術基準を相手国の技術水準等に合わ

せた形でカスタムメイドする取組みをベトナムで実施中でございます。 

・続きまして、評価基準②「災害・事故対応への技術的支援と対策技術の高度化」につい

てでございます。 

・国総研では、冒頭所長のご挨拶の中でもご紹介いたしましたが、災害発生直後から非常

体制等に移行し、専門家派遣体制の準備をおこなっております。加えてレーダー雨量等情

報収集を行い、その後、応急対策、復旧・復興時の技術的支援を実施し、更には、復旧・

復興時に得た知見をもとに、防災・減災対策を推進する高度化研究を実施しております。 

・平成３０年度の対応実績をまとめておりますが、現地への災害派遣を通じて、被災現場

の復旧などを技術面から支援をおこなっております。 

・平成２９年に熊本の現地に熊本地震復旧対策研究室を設置し、現場での高度な技術支援

をおこなってまいりました。九州地方整備局の熊本復興事務所と復旧事業を車の両輪とし

て早期復旧に貢献してまいったわけでございますが、今年の９月に俵山ルートは、災害か
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ら３年５カ月という短い期間で全線の供用が再開されたところでございます。 

・また、復旧工事で得たデータは、維持管理にも役立てることが出来ます。その一つが、

復旧時に得られたひび割れデータを復旧時の点検、補修補強工事等の計算などから、ひび

割れの位置や原因を分析し、その分析結果を３次元モデルにより情報管理を行い、効果的、

効率的な維持管理に役立てる研究をおこなっております。 

・今年の台風１９号では、台風上陸前から災害対策本部を開催し、通過後の１３日から、

もう連日実施し、情報を共有するとともに、災害専門家派遣の体制を固めております。 

 橋脚の沈下が発生した国道２０号の法雲寺橋の現地調査においては、山梨大学の専門家

と合同で調査を実施し、現地調査を踏まえた意見交換、記者会見等につきましても、全体

を通じて山梨大学と協力して行いました。 

・災害・事故対応について、新たな取り組みについてのご紹介をいたします。 

 最近の災害で、新たに見えてきた技術的な課題に対して研究を実施しているほか、災害

発生後の情報収集機能の強化をおこなっております。昨年の胆振東部地震における甚大な

液状化被害受け、液状化リスク評価手法の開発を開始しております。また、広域化し、同

時多発的に発生する水害に対して、ハード整備に加え、確実な避難を促進するための情報

提供のためのソフト対策の強化、更には、地震や台風等が連続して発生する等、複合災害

に対する備えも必要になってまいっております。 

 加えて、激甚化、広域化する災害に対し、二次被害を防止するため、災害発生後の状況

を迅速にする必要が生じてまいっております。 

 このような新たなる課題に対応するため、高度化研究の例としては、水害リスクライン。

新たな災後対応として、スペクトル、ＳＡＲについてご紹介いたします。 

・まず、スペクトルについてでございますが、国総研の初動対応として、スペクトル分析

情報による地震後の構造物被害規模の推定及び情報の提供をおこなっております。加速度

応答スペクトルとは、色々な固有周期を持つ構造物に観測された地震動が作用したときの

揺れを示したグラフでございますが、防災科研の地震動データを用いて、スペクトル分析

情報を作成し、地震発生後１５分を目安に、地方整備局等の現場の防災担当者へ情報を自

動配信しております。どのような構造物に被害の発生が懸念されるか、過去の地震と比較

して、どの程度の被害規模が想定されるかということが、現場においても迅速に把握して

いただくことが出来るものでございます。 

・続きまして、ＳＡＲ画像の判読についてです。初動対応としてＳＡＲ画像を用いた土砂
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災害発生の有無、規模の判読及び情報の提供をおこなっております。ＳＡＲ画像は、昼夜・

天候を問わず地表の状況を確認することが出来るため、土砂災害の発生状況を迅速に把握

することが出来ます。ＳＡＲ画像から土砂発生箇所の判読を行い、地方整備局等に情報を

提供して送ります。 

・水害リスクラインにつきましては、平成２７年の９月の関東・東北豪雨などでの教訓か

らいざというときに適切に判断し、行動することが出来るよう、洪水の危険度、切迫度を

分かりやすく伝えることが課題となってまいっております。国総研では、時間経過に伴う

反乱の危険箇所、切迫度をリアルタイムで、ＷＥＢで表示するシステムを開発し、平成３

０年７月から試験公開を開始し、現在全国５０水系で公開中でございます。 

・続きまして、評価基準⑦「住宅・社会資本分野の技術研究開発を支える実験施設等の保

有・機能強化」についてご説明をいたします。 

・国総研の実験施設は、国土交通行政の企画・立案を支える研究開発を実施する施設とし

て非常に重要でございまして、時代の先を見据えた技術開発を行い、ニーズにいち早く対

応し、基準化までつなげ、広く普及されることがその目的でございます。新技術の開発を

促進するために、最先端の研究が出来る施設は、非常に重要な意味を持っております。 

・実験施設の民間の利活用の状況についてご説明いたします。 

 民間の貸出数を左のグラフにまとめておりますが、最近では、ＩＴの関連企業や情報通

信関係の民間企業への貸出事例もございます。 

・それから、一方、実験施設の老朽化という観点では、非常に深刻な問題がございまして、

本年度当初では、全部で８６の建物等がございますが、築年数順に並べますと、つくば市

の移転当初からございます４０年超えの部分に集中していると。これは全体の約６割を占

めておりまして、老朽化が著しい状況となっております。具体的な老朽化の事例を二つ挙

げさせていただいておりますが、施設の更新を着実に進めていかないと切迫した状況にな

りつつございます。 

・しかしながら、実験施設更新に係る予算というものは、施設整備費が常態的に不足して

いるのが実情でございまして、右側にございます年度ごとの施設整備費の予算を示してお

りますが、水色の非常に薄くなっておりますが、ここが当初予算でございまして、毎年１

億円程度で横ばいの状態でございます。濃い青の部分が補正予算で配分をいただいている

ところでございまして、この部分で何とか施設の維持更新を支えているという、不安定な

状況が続いております。補正予算という限られた予算ではございますが、河川模型、実験
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施設のように、更新に当たっては、最新の要求機能を盛り込んだ機能強化も併せて進める

などの工夫をしております。 

 施設整備に係る予算がひっ迫している状況を踏まえ、このたび国総研内では、統一的な

指標をもとに、効率的な施設の維持管理・更新を実施していくため、所内にワーキンググ

ループを組織し、優先度に係る検討を進め、維持管理・更新に係る計画を策定することと

いたしました。計画では、建屋とそれから維持すべき重要な実験装置や設備を包括的に評

価・管理し、補正予算等にも柔軟に対応出来るような体制を取ることを目指すこととして

おります。 

・最後に、評価基準⑧「研究成果・研究活動の効果的な発信」についてでございます。 

・まず、国総研の広報を今、どのように考えていっているかというのをご説明いたします。

機関評価におきましては、誰に対して何が広報したいのか見えないでありますとか、ＰＲ

手法をよく考え、広報を効果的に実践するための明確な戦略を立てる必要がある等のご指

摘をいただきました。 

 これを受けまして、これまでの広報活動を分析するとともに、広報対象、目標、理解し

ていただきたい内容、重要度等について、本省の広報課の助言もいただきながら、広報戦

略策定に向けた検討を開始したところでございます。 

 広報戦略では、まず広報を研究活動についての広報と国総研の認知に係る広報の二つの

観点で捉えてはどうかと考えております。研究活動についての広報は、研究の取り組みの

当初の段階、それから成果が出た後の社会実装を目指す段階と、研究段階に応じて広報の

対象、目的が異なるのではないかと考えて、それぞれの段階で広報戦略を検討してまいり

たいと思っております。 

 国総研の認知に係る広報については、まず、住宅社会資本分野に関心を持っていただく

こと、並びに国総研の認知度を高めることを目指して、国総研の役割や技術政策の内容等

を、報道発表等を通じて発信していきたいと考えております。 

 国民の関心や国総研の認知度を把握するために、このたび、初めてとなる取り組みでご

ざいますが、インターネットアンケートのモニター調査を行いました。本省の広報課に登

録している１，０００名のモニターの方々にアンケートをするものでございまして、国交

省に関心が強い方々を対象としたアンケートということもございまして、９３１名の回答

をいただいております。 

 その結果が右側のグラフでございますが、認知度は１７％と非常に低い結果となってお
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りまして、広報課によりますと、世の中一般から比較すると、ざっくり３から５倍ぐらい

の数字が出るような調査でございまして、それから考えましても大変残念な結果でござい

ました。これを幾らかでも高めるための取り組みをしていきたいと思っております。 

 この調査の中で、一般の皆様が国総研に求める広報内容等についても伺っており、これ

らを参考として国総研の認知に係る広報について検討してまいりたいと思っております。 

・研究活動についての広報につきましては先ほど申しましたが、研究の当初の段階と成果

がまとまって社会実装を目指す段階と、段階に応じた広報のやり方、広報戦略の検討が必

要と思っておりまして、まずは所内において研究段階に応じた広報の好事例を横展開する

ことを検討しております。 

 浸水被害の防止に関した情報発信についてのご説明をいたしますと、浸水予測情報を活

用した浸水被害防止・軽減方策に関する研究として、浸水予測システムを開発し、社会実

験として浸水予測情報を実際にご利用いただき、具体的な事例に基づいた研究を展開して

おります。この社会実験を踏まえたラインアプリの開発、水害における動画広報の実施等

を行ってまいりました。 

・もう一つの事例としては、技術政策に関する理解の浸透への取り組みについてでござい

ますが、建築研究部の木造住宅の耐久性向上に係る建物外皮の構造・使用とその評価に関

する研究の広報活動についてです。木造住宅に関する成果結果ですが、一般的に法令や学

会の仕様書等への反映については、その多くが業界関係者（造り手）を対象とするものが

多くございますが、しかし住宅に関する技術の普及には、造り手だけでなく専門家でない

住宅の施主、いわゆる住まい手の理解も必要と考えております。 

 この研究では、研究成果を活用していただくため、研究終了後に住宅購入者と工務店を

つなぐツールを開発し、住宅購入者に木造住宅に関する知識を理解していただくとともに、

同じ指標で工務店等の技術を比較出来るようなものを開発いたしました。これにより、社

会実装がスムーズになることが期待されているところです。 

・次に、地元市民との協働の事例として、沿岸域再生についての取り組みをご紹介いたし

ます。国総研の持つ沿岸域の環境に関する知識やノウハウを提供するため、東京湾再生官

民連携フォーラムへの参画・協力をしております。市民参加型のモニタリング調査として、

アサリの調査を行うなど、市民、学生と協働で行うことで環境意識の啓発を図るとともに、

より広域での環境調査の実現が可能となっております。 

 また、右下の円グラフでございますが、環境価値のバランスと現状を一つで表現できる
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ようなツールを開発しております。様々な環境価値を見える化することにより、多様な主

体間での現状認識と将来の方向性を共通認識できるように工夫しているものでございます。 

・最後ですが、広報の新たな取り組みとして、動画の活用について始めているところでご

ざいます。つくば地区の研究機関に対して、ヒアリング調査を実施しましたところ、幾つ

かの機関においては動画を広報ツールの柱として広報活動に取り組んでおられるようでご

ざいました。右下に、その結果のヒアリングによって得られた意見をまとめております。 

 これらの機関では、研究成果を伝えるツールとして動画をしておられるということで、

三つの機関では、人的なリソースの再配置を行い、職員による広報活動に取り組んでいる

ということでございました。また、所有する動画とその閲覧数も比較いたしておりますが、

国総研はなかなか残念な結果が出ております。 

 今後は、国総研でも動画の閲覧者数が向上するような仕組みを構築したいと考えており、

その一環としてＹｏｕｔｕｂｅで公開する準備を今、検討しております。 

 先ほどご紹介いたしましたモニター調査においても、国総研が動画を出せば、８割ぐら

いの方が閲覧してみたいという回答をいただいておりますので、動画に対する潜在的な期

待はあるのかなと考えております。 

 これに向けて、所内でのマニュアルを整備するなどを進めておりまして、従来からあり

ます実験動画や国総研のホームページ内で色んなところにあります動画をＹｏｕｔｕｂｅ

に集約することにより、閲覧者の利便性の向上に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上で説明を終わります。宜しくお願いいたします。 

 

【委員長】 どうもありがとうございました。 

 只今の事務局の説明について、ご意見、ご質問を伺いたいと思いますが、研究開発に関

わる評価基準①②と国総研の運営に関わる評価基準⑦⑧がありますので、まず①②につい

てご意見、ご質問を受けて、その後⑦⑧についてご意見、ご質問をいただきたいと思いま

す。 

 それでは、まず評価基準①②合わせてご意見、ご質問のある方はどうぞ宜しくお願いい

たします。 

 

【委員】評価基準①には国土交通政策の企画・立案、普及を支える研究開発と書かれてい

て、４ページ目のところで大きく四つあるのですというご説明がありました。確かに重要
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政策の展開を支えるものや将来対応を想定してやること、それから長期的に分析、知見、

国際標準化と書かれていますが、今ご説明いただいたのはそれに関わるような研究例をご

紹介する形でございました。例えば継続的、長期的に分析しますというのは、どのような

ものを継続的、長期的に分析するということを国総研として実行することを決めている。

あるいはそういう既に蓄積の貴重なものを持っているなど、そういうポリシーというのか、

ここで書かれている評価基準①に関わる四つのことというのは、どちらかというと大きな

方針を語っているように思いましたので、こういう事例を紹介いただくことが、どのよう

な趣旨に相当するのかという疑問を感じました。 

 評価基準①と関連していると思ったのが評価基準⑦の話です。結局⑦のところも効率性

や必要性や、どちらかというと瞬間風速的な観点から必要性のことを検討されるとおっし

ゃったのですが、どちらかというと国として、あるいは国土交通省あるいは国土技術政策

という観点で、これだけは死守して確保していかなければいけないという話をされた方が

いいと思いますし、その理由として評価基準①のようなところでこのような戦略の柱を持

っているのでという形で説明していただく方が、国民としてもこのようなことであれば国

総研なのか、国土交通省さんはそういうポリシーを持ってくださっているのかと思ってい

ただけるという意味では良いのではないかと思いました。 

 

【委員長】 どうもありがとうございます。 

 〇〇委員のポイントですが、この４ページのところに黒ポチで四つあると。四つあるこ

の研究開発の方針というものが立てられていて、その事例を紹介するよりは…… 

 

【委員】 よりはということもないですが、いきなり事例だけ来られたので、少し何とな

く……・ 

 

【委員長】 各評価基準についてその全体の枠組みを示してほしいという。これも評価の

あり方を議論する非常に重要な視点だと思いますが、今の時点で事務局の方から何かござ

いますか。 

 

【事務局】 お手元に参考資料５というのを最後につけておりますが、国総研におきまし

ては、研究方針として全体を俯瞰するものとしてはこういったものをまとめております。
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これに基づいて研究をおこなっておりまして、確かに事例的な説明になっていて、全体を

俯瞰するようなものが国総研全体としては現在においては難しいのかなということと、そ

の施設の整備ということの説明というか、ロジック上、研究の計画がこのようにあるのだ

から、その研究を進めるためにはこのような施設が必要であると。その方がロジックとし

てはシンプルかとは思いますが、先ほど申しましたが、全体については研究方針というも

のを定めておりまして、ここから導き出される個別の研究を支えるための施設の保有をす

るといった構成になっていると理解できるのではないかと思います。 

 

【委員長】 このミッション、参考資料５の根幹となる活動の大きな①の黒ポツ四つを進

めていると。それの事例を今回は紹介していただいたということですが、企画部長。 

 

【国総研】 まさに今、ご紹介させていただきました参考資料のことになります。こちら

にそもそも根幹となる研究活動、そのものの意義というのが黒ポツベースでここに四つ並

べていまして、これが政策企画立案を支えるという、ある意味国の試験研究機関としての

本旨かと思います。 

 ただ、それとある意味マトリックスになろうかと思いますが、災害・事故対応やそのた

めに現場技術力の向上というのは、これは決してパラレルで分割され得るものではなくて、

相互に２Ｄ、３Ｄで絡んでくる。また、その企画立案を支える研究開発の中にも長期的に

データを取りつつ、即応して政策の実現のために取り組んでいるというものがあるかと存

じます。 

 

【委員長】 恐らく〇〇委員がおっしゃったのは、今まさに企画部長がおっしゃったマト

リックスがあると良いかなということをおっしゃったのではないかと思います。 

 

【国総研】 ありがとうございます。色々なプレゼンテーションの仕方があり得ると思い

まして、一つご示唆をいただいたと思います。 

 一方で、概念の整理と並んで、では実際に何をおこなっているのかというお話もまたあ

り得るかと思いますので、少しローカルかもしれませんが、各事例を一つのあらわれとし

てご紹介させていただいたということです。 
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【委員長】 それは非常に良く分かりますので、この委員会は評価のあり方をどうあるか

を議論するところなので、そのようなものも最初にあると、全体のマッピングはこうで、

ここはこのような事例が出ているというのが分かりやすいのではないかというご発言だっ

たように思います。 

 

【国総研】 どうも貴重なご示唆をいただきまして、ありがとうございます。 

 

【委員長】〇〇委員。 

 

【委員】 ありがとうございます。 

 特に評価基準①のところの国際戦略のところを見ていて痛感したのですが、評価に関連

することとして、他の研究機関や大学、民間企業とどのようにコラボして社会に広めてい

ったかということを、もう少し評価した方がいいかなと思います。 

 先ほどの前半の資料でも、必ずコラボレーションしているはずですが、その相手先が余

り見えず、広がりが良く分からないということで、今、ＰＦＩやコンセッションという話

が出ているときに、国のここだけでおこなっていますみたいなことはなく、むしろ民間企

業をもっと誘発して、民間企業がリスクを取れないところを国総研が実施しているのです

と言った方が、国の機関としては最も適切だと思うので、もう少し民間企業との関わりや

他の研究機関とのコラボレーションというところをもう少し評価に入れていただくと、国

民に分かりやすいと感じます。 

 したがって、例えば国際戦略などは、これを海外インフラ展開法に基づくものだと思う

のですが、もともとこの法律は民間企業の海外転換を促進するということなので、ここで

もやはり民間企業をどの程度リードしているのかというのを分からないと評価が出来ない

ということがあるので、やはりこの辺のコラボレーションを評価の軸にしっかり入れてい

ただきたいなと思います。 

 以上です。 

 

【委員長】 今、ご指摘以上に非常に重要な方向性をいただいたようにも思いますが、国

総研の方から何かございますか。 
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【国総研】 それでは、企画部長から。 

 国総研の国際戦略について、これまでも色々なご示唆をいただいてまいりました。その

中で、私どもの方から説明をうまく出来ていなかった点は、そもそも国の試験研究機関と

して、特に相手方の政府の機関や、それから相手方の国の試験研究機関という等価のとこ

ろとのコネクション、コミュニケーションがあって、先方の施策に寄与したり、あるいは

そこのルートならではのデータをやりとりしたいということをきちんとまず土台としてあ

った上で、それがいかに国の技術政策にも寄与しているかというところに展開していくの

かなと考えておりまして、今回につきましては多少頻出しているきらいがございますが、

現地政府や政府という単語になりました。 

 ただ、ご指摘いただいている、例えばＩＳＯの規格、標準の参画も、定量的に出せるか

どうかは色々とものによってあるかと思いますが、国内の民間企業への海外進出のサポー

トという意味では寄与するものと考えてございます。 

 

【委員長】 〇〇委員、よろしいですか。 

 一言だけ。今、〇〇委員がおっしゃったキーワードはすごく重要なことをおっしゃった

と思いますが、民間ではリスクは取れない長期的な取り組みや、あるいはリスクの高いこ

とを国総研は国が先行しておこなうことによって民間の利益が、あと生まれるのだという

立ち位置があるのだろうというご指摘なのですよね。これは非常に重要な視点であると思

います。 

 あと、他の基準にも関わるものと思いますので、もう少しご指摘になったキーワードを

陽に出されていくと良いのではないかなと私自身は思いました。 

 

【国総研】 ありがとうございます。 

 国の機関として逆にリスクを取っているというお言葉をいただくこと自体が珍しい、貴

重なことではあります。そのことも含めてどれほど寄与しているかという表現ぶりにもま

た、あるいはロジックにも示唆をいただいたということで考えたいと思います。 

 

【委員長】 ほかにいかがでしょうか。 

 それでは〇〇委員。その後、〇〇委員。 
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【委員】 色んな分野での包括的な取組、施設の老朽化問題、あるいは災害支援でという

ところでご苦労されているというのは良く分かりました。国総研がおこなわれている非常

に多面的、包括的な活動に対して、必ずしもインターネット調査では認知度が高くないと

いうのがあったと思いますが、私は長年ドイツの研究をおこなっていたものですので、比

較的よくドイツの研究所のサイトにアクセスして研究論文や研究報告書などを見たりして

いるのですが、この研究所は一月に１回程度の頻度でメルマガを出していて、どのような

研究やアクチュアルな課題について発信されています。国交省も都市局さんは最近メルマ

ガを出されていて、都市局が関わられている政策のトピックについて知ることができる。

そのような意味で国総研は出されているかどうか分かっていないのですが、非常に重要な

研究を実施しておられるのに対して、もう少し認知を高める工夫の余地はあるのかなと思

います。また、国際的な視野のもとで、他の政府研究機関のウエブサイトにおける広報活

動について比較分析されて、少し役立てられるなどされるといいのかなと思いました。 

 特にこの評価委員会ではよく英語発信力が弱いのではないかと言われていましたので、

多少キーワードでも英語で検索出来るようにしていくと、大分認知度が高まってくると思

いますし、それから日本はある意味では災害多発国家であるため、どのようなことに取り

組んでいるかについて海外の研究者は関心を持っていると思うので、そのような発信をさ

れていると、国際的にも国総研に対する期待や要望が高まるのではないかと思うので、そ

の辺り、是非、工夫されると良いかなと感じました。 

 

【委員長】 どうもありがとうございます。 

 この評価基準⑧の課題とも組み合わせていただいて、どうもありがとうございます。 

 〇〇委員、お願いします。 

 

【委員】 ９ページの国総研の国際戦略三つの柱は大変すばらしくて、次に紹介されてい

る具体例も是非どんどん進めていただきたいと思うのですが、ただそれを進める上でもう

一つ重要なのが、国総研自体の内なる国際化なのですね。 

 どういうことかというと、私は大学の人間だからこのようなことを言うのですが、例え

ばつくばでもそれから横須賀でも、常に例えば１０人ぐらいは外国の方が常駐する。それ

も短期ではなくて、長期の研修や先進国の研究所との交換研究生など、そのような体制を

是非目指していただきたい。そういう方がいれば、今、〇〇委員が言われたような英語に
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よる情報発信やそのような方の手をお借りしながら、容易にそのようなことも出来るかな

という気がしまして、そのようなことも考えていただきたいと思う次第です。 

 以上です。 

 

【委員長】 どうもありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょう。 

 

【委員】 評価基準①のところで、先ほどご説明があったように、将来に向けて様々な課

題を認識された上で、ピックアップして説明をされたということなので、よく取り組まれ

ていると私自身は思いますが、キーワードとして気候変動や更新のためのアセット、ある

いは情報化などは出ていると思いますが、個人的にはやはり人口減少であり、都市縮退み

たいな言葉がどこにも表れていないので、そこら辺が未来の社会において、どのようなも

のがあるかというのをマトリックスがあって、そのうちのこことここをご説明しましたと

いう形であると、何か聞いていると安心するかなと思うのが、評価基準①に関するコメン

トです。 

 評価基準②については、災害・事故あるいはその対応というのは、非常に充実した対応

がなされていると私は思います。特に、社会インフラに対してどうあるべきなのかという

技術や対応ということが出ていますが、災害時のインフラへの対応が国総研にある研究部

に関係するものだけになっていて、実際は災害が起きたときには、例えば下水道だけでは

なくて水道もあるわけですし、電気がとまったことによって被害を受けているとか、通信

被害があることによってその被害がさらに広がっているということで、国総研がすべきこ

とではないかも分かりませんが、災害対応の中で自分たちが実施している社会インフラ、

都市基盤、プラスそれに関わる周辺の情報をいかに統合的に持っていると、あるいは認識

しているという取り扱いをすることも大事なのかなと思います。それはメーンではないの

かも分かりませんが、そういったものも出てくると良いかなと感じました。 

 評価基準②に追加ですが、土木系であるためハードなインフラを中心にしますが、先ほ

どの述べた通信等、要は防災やその情報をどのように管理することによって減災につなが

っていくのかというところも、大きい枠の中の防災・減災ということで周辺の影響する要

因についても意識をされて研究を進めていくということを、すでにされているかもしれま

せんが、明示頂くとよいかなと思いました。 
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【委員長】 どうもありがとうございます。 

 国総研は防災科研が連携をしているＳＩＰ４Ｄに入っておられるのですよね。 

 

【国総研】 今、水害リスクラインに関しましてはまだ入っていません。国交省の方でお

こなっているＤｉＭＡＰＳについては連携していくということになっております。 

 

【所長】 今の点を正確に補足しますと、まず国交省の持っている情報は、国交省全体の

ＤｉＭＡＰＳというプラットフォーム上に情報を乗せるようにします。ただ、そこのプラ

ットフォームそのものは、管理者向けのバージョンと外向けのバージョンと二通りあって、

それはどこまで情報を出して良いのか政策自体の議論があるので、分かれています。外向

けに出して良いバージョンについては、ＳＩＰ４Ｄと連携してデータを相互やりとりする

という形で進めています。 

 ダイレクトにＳＩＰ４Ｄに乗せるというのではないですが、ＤｉＭＡＰＳ、国交省のシ

ステムとＳＩＰ４Ｄが連携するという形で同じ機能を発揮するように…… 

 

【委員長】 国総研でＳＩＰ４Ｄをみることはできますか。 

 

【所長】 見られます。 

 

【委員長】 一応枠組みは進んでいるということですので、そのようなものをもう少し活

用されてはいかがかというコメントを承りましたが、よろしいでしょうか。ほかにいかが

でしょうか。どうぞ。 

 

【委員】 今、私はイギリスやドイツと自動運転の社会的需要の研究をしているのですが、

そこでやはりドイツやイギリスの研究者が一番知りたいのは、国としてどうしているのか

ですよね。ニューズレターを出されたりはしていますが、もう少しリアルタイムでこのよ

うな実験をいつからいつまでやっているみたいなことを、例えば技術提案の審査の説明用

のポンチ絵みたいなものを英訳してホームページにて公開するぐらいのことでも良いので、

もう少しスピード感を持って発信していただきたい。海外の人たちは日本の動向を見てい
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ると思いますので、国総研さんのＰＲにもつながるのではないかと思いました。 

 それと基準⑧についてですが、ここ数年、鉄道各社が鉄道の中に維持管理とか駅業務等、

鉄道を支える人々を紹介するポスターや動画をたくさん出しているということにお気づき

ではないかと思います。最近、東京に通勤している人に日本の鉄道の信頼性についてイン

タビュー調査を行ったところ、日本の鉄道会社には真面目で技術力の高い社員がたくさん

いるから本当に信頼出来るという人が６、７割でした。成果のＰＲも良いのですが、国総

研さんの働いている方を紹介するというコーナーもあっても良いのではないかと思いまし

た。 

 それをどこに掲示するかということも重要で、鉄道会社だと鉄道の中に張れるのですが、

国総研さんだったらどこに張るのか、そういう点も含めて働いている方に焦点を当てたPR

もよいのかなと思いました。 

 以上です。 

 

【委員長】 どうもありがとうございます。 

 もう評価基準⑦⑧含めていただいておりまして、いかがでしょうか。全体でも結構です。

どうぞ。 

 

【委員】 〇〇でございます。 

 今回の評価基準①②⑦⑧につきましては、私の感覚で行きますと、特に評価基準②の部

分と⑦の部分というのは、国の施設もしくは国の主たる機能として、そこに注力していた

だきたい内容。 

 それと、評価基準①につきましては、官民連携でというＰＲＩＳＭという仕組みがあっ

たりするという中で、官民連携で進めていく内容。 

 それと、評価基準⑧につきましては、もちろん今後の⑦に関わる部分も含めた形で成果

をどうやってアピールしていくかという取り組みだと理解はしておりますが、特に評価基

準①のところで、説明の中で官民連携の役割分担というのが少し見えにくくて、例えばｉ

－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎに関係する内容については、実は民間でも結構取り組みが進

み始めています。その中で、国の機関としての取り組む内容と、それから民間でおこなう

べき内容というものを、もう少し調整をしながら項目を絞っていかれた方がいいのではな

いかなという感じが私の中でしました。 
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 以上でございます。 

 

【委員長】 どうもありがとうございました。全体を含めて、皆さん。はい、どうぞ。 

 

【委員】 研究施設の老朽化という課題に対して、ＰＦＩのような手法で民間の資本を入

れて活用されるというのも少し視野にご検討されたらいかがかなと思いました。 

 それから、広報について、今インターネットを使うのが主要で様々なアプリを開発され

たりしていますが、高齢者のようなそういった環境に習熟されていない方々に対してどう

伝えるかというのも、一つ大きな課題と思います。特に今回、災害のときの伝達方法など

でインターネットが使えなくて逃げ遅れた方がいるという報道もありますので、そういう

対応というのもあるのかなということで思いましたので、お話させていただきました。 

 以上でございます。 

 

【委員長】 どうもありがとうございます。 

 施設にＰＦＩを入れたらどうかという。その辺は検討されておられますか。 

 

【国総研】 今のところ、国有財産として私どもで使うと同時に、貸し出すということは

おこなっております。それはいわゆる国有財産法という法律の中でこのような値段でやる

のですよというのが決まっていて、その収入は国庫に入ると。 

 民間のインセンティブが、どれぐらいこのような施設にあるかですね。実際ほかの民間

の試験研究機関ではないような規模のもの、それから頻繁に使わないのだが、ここぞとい

うときに、例えば標識の視認性など、なかなか使わないが、これがないと困るというもの

について、インセンティブがどれほど出てくるかというのはまた勉強していきたいと思い

ます。 

 

【所長】 非常に大きな話をいただいたので、少しオフレコ的な話をさせていただきます

と、実はそのような議論以前しておりました。どのようなことかというと、例えば自動運

転を考えたときに、各自動車会社が自分で走行部分やっていると。だが、合流部分の問題

やそのような部分は、それぞれのテストコースでは出来ない。それからデータも実働のデ

ータがないといけない。そういったところの協調領域みたいなものは、やはり国が持つべ
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きだと。一方で、最終的には車なりの開発に戻ってくる部分なので、民間も含めた共通利

用する施設みたいな形で、例えばファンドみたいなものを、それぞれ出し合って作るとい

うことは出来ないかという議論をしたことがあります。 

 今、企画部長が申し上げたように私どもは国としての制約があるので、それを突破する

までの議論にまだ行っていないのですが、そのような議論は避けて通れないかなとも思い

ます。ほかにも例えばｉ－ＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎもＡＩやＩｏＴを使うと色んな施工

やシミュレーションが出来ると。では、そのシミュレーションが実際に合っているかどう

かというのは、実際の現場で失敗を許しながらおこなうわけにはいかないので、そのよう

なフィールドがあったらいいのではないかという議論をつい数か月前、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒ

ｕｃｔｉｏｎのグループと行ったのですが、私どもの気持ちとしては、できればそのよう

なことはおこないたいなと。ただ、色んな制約がありまして、一つ一つ潰していかなけれ

ばならないと思っています。ハードルは高いと思いますが、出来るものならしたいなとい

うことは考えております。 

 

【委員長】 非常に重要な視点をいただきましてありがとうございます。 

 私が最近関わったことで、建物の免震構造のゴムの不正がありました。それについて議

論したときに、実は共通の試験機がないのです。ですので、民間が持っている試験機を使

うということだったのですが、そこで不正が起きているのですね。実は出来ないのに、そ

のような実験をおこなったことになっていると。 

 そうすると、やはり国としてそのような試験機を持って、これはゴムですからそれが本

当に機能するかどうかを見ないといけないので、民間も資本を出して、それを共通して使

って評価するという枠組みを実は日本学術会議の方から提言を出したのです。今、所長か

らもお話がありましたが、標準技術を作るとかその性能を評価するということは、多分国

的な機関でおこなわないと出来ないことになると思いますので、視点をもう少し広げてい

ただいて、国有財産という縛りの中で何をおこなうと、本当に国にとって役に立つかとい

うことを是非お考えいただければありがたいと思いますので、非常に重要なご視点、あり

がとうございました。 

 

【委員】 評価基準⑦について、国の研究機関として持っている大規模な実験施設や管理

施設、建物があるということですが、例えば下水道の関連でいうと、下水道事業団も同じ
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ように下水道の実験施設をほかに持っているとか、あるいはそれに類似するような機関が、

それぞれそれなりの規模の施設を持っていると。そのときに、国の政策としてはこのよう

な実験施設は必要だけど、国総研はどこをカバーしていて、民間も含め他の組織がどれだ

けの保有をしているかという全体像の中で、だから国総研はこれとこれを持っておくし、

なおかつこれも新規に造るべきだという、今日のお話だと今持っているものをどのように

やりくりしながら存続していくかという響きが強くて、もう少し戦略的にほかにどのよう

なものがあってうちはさらに造っていくぞというイメージもあっても良いかなと感じまし

た。 

 

【委員長】 そのようなマッピングをおこなった上で、戦略の整理を行っておくと、補正

や本予算で説明がしやすく予算をとりやすくなると思いますので、大変重要なご視点だと

思います。 

 もしも、そのような動きをしておられたらご紹介いただけるとありがたいと思いますが、

いかがですか。 

 

【国総研】 しっかり網羅したものではないのですが、つくばには民間研究所、試験研究

機関がありますので、そういったところとのコラボレーションがどれぐらい出来るかとい

う調査は一度おこなっております。 

 ただ、おっしゃったように、全国といいますか、大きなところも含めてどうなのかとい

う部分についてはまだおこなってはございません。 

 

【委員長】 ありがとうございます。 

 皆さん、よろしいでしょうか。では、〇〇委員。 

 

【委員】 評価基準⑧の広報関係のところで一つ思ったのは、「国土技術政策総合研究所」

という名称、これはこれで長くて覚えないとなかなか他人には話しにくいのですが、その

ようなことを知ってもらうために、「国総研」という言葉がある意味ではもう流通してい

ますよね。 

 ちなみに雑談になってしまいますが、私がいるところは「生産技術研究所」というので

すが、中の人は「生研」と呼ぶ一方で、外の人は「生産研」と呼ぶのですよね。これはブ
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ランディングが出来ていないからだと言っているのですが。 

 そういう意味で、国総研というブランディングをもっと明確に出してもいいのかなと。

このロゴを見ると「ＮＩＬＩＭ」しか書いていないので。そうすると、ロゴのようなもの

も立ててということだと思いますが、国際的なプレゼンスも考えると、やはりＮＩＬＩＭ

というのもアピールする必要があるのでしょうが、その辺の省略表現で良いから分かりや

すいものということをはっきりと打ち出していくというのは、一つ戦略としてありではな

いかと思います。 

 それから、先ほど技術の専門家がいるところだというアピールがあったのですが、その

専門家であることをブランディングする一つの方法論が学位だったり、あるいは国際的な

技術資格だったりすると思うのです。なので、そのようなものを持っている人間を増やし

ていく、あるいはそのような人がこれだけいるよということをアピールしていくというの

も研究機関としてのアピールとしては重要かなと思います。単純に学位を増やすことが目

的ではないのですが、そのような人間をきちんと抱えて専門家ですよということがアピー

ルできることが、結果的に国総研の名前を覚えてもらう、ＮＩＬＩＭの名前を憶えてもら

うという意味で有効ではないかなと思いました。 

 以上です。 

 

【委員長】 ブランディングというのは、やはり大事なのですね。身近なところでは防災

科研がロゴを変えて、ロゴの意味もつけて、マークもきれいにしてブランディング。どこ

だったか忘れましたが、一緒になって企画しておこなっておられるのですよね。 

 私自身も、今の〇〇委員に非常に賛成で、ブランディングしていくということは、国総

研をブランド化するということと、もう一つ何のために国総研は広報しているのかという

ことを考えると、やはり国民のためですよね。国民が、このような科学技術を使った色々

な国土政策の中で暮らしているわけで、そのようなことによって防災力等に関するリテラ

シーも上がってくるので、国民のために国総研の科学技術力を広報するという視点に立つ

と、もっと思い切ったことが出来るのではないかと思います。 

 もう一つ言うと、本当に国が進めなければいけない政策を進めるために、国総研はブラ

ンド化して、それを発信していくのだと立てば、もっと思い切ったことが出来ると思いま

す。 

 私自身は防災科研がされたのをずっと見させていただいていて、何のためにやっている
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のと。「国民の防災リテラシーを高めるため」ということは、やはり非常に国の研究機関

としては大事な広報戦略だと思います。 

 ですから、知ってもらうということは、必ずしもおこなっていることを分かってもらう

だけではなくて、それによって国民が利益を受けるということを是非お考えいただいて、

広報戦略を考えていただければと思います。ブランド化というのは、一つの手法だと思い

ます。どうもありがとうございました。 

 まだまだ議論を続けたいところですが、時間の制約がございますのでここまでとさせて

頂きます。 

 

〔コメントシート記入〕 

 

【委員長】 本日の評価ですが、まず前半、各分科会からご報告いただいたことに関しま

しては、ご報告を承認させていただきたいと思います。 

 それで、ご意見を大きく二ついただきまして、研究の発展段階に応じた評価のあり方と

いうのを少し考えていただきたいということですね。特に初期段階のものについては、あ

る意味で、それがうまくいかなかったというのも一つの成果だと思います。それで終わっ

てしまったら追跡評価にならないですが、なのでこうしたというストーリーがあるかも知

れませんので、そういうものも含めてご検討いただきたいと思います。 

 それから、多くの先生方からいただいたのは、分野を横串にするような枠組みも考えて

いただいたらどうかということで、気候変動、少子高齢化、インフラの老朽化、ＳＤＧｓ

対応、データ、災害レジリエンス、国際展開も多分そうだと思いますが、このような枠組

みで見たときに、国総研としてどのようなミッションがあり、それに対してどのような成

果を上げているかということを見ていただくとありがたいというご意見があったと思いま

す。 

 それから、この機関評価を受けた１年目ということで、４つの課題についてご報告をい

ただき、非常に活発な意見交換があったと思います。４つの課題とも適切であると皆さん

認識していただいていると思っております。 

 そのような中で、まず評価基準①につきましては、大きく３点ご意見があったかと思い

ます。各事例の先端的な例を見せていただけることは大変ありがたいと思いますが、この

研究の枠組みをマトリックス化して、あるいはマッピングするといいますか、その中でこ
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こはこのような成果を上げているというご説明の仕方をしていただくと、私どもも分かり

やすく、そうするとここの部分は次出てくるのか、出てこないとしたらどのような問題が

あるのかというようなことを議論出来るのではないかと思います。 

 それから、官民の役割ということの議論がございまして、これも特にＰＲＩＳＭ関連で

すが、それに併せて国総研というのは、やはり民間がリスクをとってできない内容を長期

的な視野のもとで取り組む使命があると。そこの部分が、実は民間がそれを受けて実際に

取り組む形態になっているようなケースが多々あるはずだと。国際的にも、国内でもそう

ですし。そうすると、そのようなところをもう少し光を当てたらどうかというご意見であ

りました。これは大変、国総研としての立ち位置、あるいはミッションを考える上で大変

重要なご指摘であったと思います。 

 国際化については、海外、ドイツの例が参考になるのではないかというご指摘もござい

ましたし、スピード感を持ってこのようなものを発信することが重要と。私は社整審の委

員会で答申を出すときは、常にすぐ英語化と言って、英語化してすぐに国交省のホームペ

ージに載せていただいているのです。だから、水災害関係の答申は全部英語化されていま

す。これは海外から物すごく参考にされているのです。そのような要請もあったので、お

こなっているのですが、非常に引き合いが多いです。 

 ですから、国総研が今回、先ほどもご紹介のあった日本の河川水計画をがらっと変える

施策に貢献していただいたわけですから、そのバックグラウンドとなる科学的知見は、国

際的に早く公表していただければありがたいと思います。このような３点をいただきまし

た。 

 それから、評価基準②については、国総研あるいは国交省との間で共有している情報に

加えて、周辺情報も踏まえながら、まずは国総研としてそれを効果的に使って対策を提案

するということもお考えになってはどうかと。基盤は出来てきておりますので、そのよう

なことに積極的に取り組まれたらいかがというお話でした。 

 それから、評価基準⑦については、二つ大きくご示唆をいただきまして、一つは民間あ

るいはほかの色々な公的な研究機関等も含めて、マッピングをしてみて、国としてこれが

もう不可欠で進めなければいけないというものを、焦点を当てて戦略的に整備していくと

いう方策を取ってはどうかというご示唆でございました。 

 併せて、それを進めるときに、ＰＦＩ等も考えてはどうかと。それは民間業界の標準的

な指針を作るとか、あるいは標準的なものになっていることを確認するとか、そういうも
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のにも使えると。自動運転でも多分そのようなところはあると思います。そのような施設

を造ると、各自動車会社が国総研のループで走らせながら評価を受けるということがある

のかも知れません。そのようなこともお考えいただければというお話でした。 

 それから、広報関係の評価基準⑧については、色んなご意見の中でブランド化していく

というのは一つのキーワードであって、それは国総研のためだけでなく、やはり国民のた

め、国の政策推進のためではないかという議論がありました。 

 それから、働いている皆さんに焦点を当てた広報の仕方もあるということで、私も鉄道

関係のつりビラというのをよく見て、本当に皆頑張っているのだなと思うのですが、何か

そのようなものがあっても良いなというご指摘がございました。 

 それから、実は議論にはならなかったのですが、多くの方がコメントに書いてくださっ

たのは、ジャーナリズム、ジャーナリスト、色々な報道関係、あるいはサイエンスライタ

ー、そういう方ともっと交流してはいかがでしょうかというご指摘が、このコメントシー

トの中にはございましたということをつけ加えたいと思います。 

 非常に重要なご示唆をいただいておりますので、課題はそれぞれ大変重い課題もござい

ますので、ご検討いただければありがたいと思います。次の機関評価に向けて色々対応を

お考えいただければありがたいと思います。 

 他にも今、触れることができなかったご意見も各委員からいただいておりますので、参

考資料５にあります国総研のミッションをお進めいただくことに参照していただければあ

りがたいと思います。 

 評価については以上となります。 

 本日の評価結果については、後日報告書としてまとめたいと思います。取りまとめにつ

きましては、私にご一任いただければ幸いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【委員長】 それでは、全体を通して事務局の方から何かございましたら、お願いいたし

ます。 

 

【事務局】私の方からは特にございません。 
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【委員長】 それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

 

４．閉  会 

 

【事務局】 〇〇委員長、どうもありがとうございました。 

最後に、所長よりご挨拶申し上げます。 

 

【所長】 長時間のご議論、ありがとうございます。委員長にまとめていただいたとおり

で、私がまとめるまでもないと思いますが、全体を通して私自身が感じたこと大きく２点

あります。これは分科会報告も機関評価も、結局根っこは共通するのではないかと思うの

ですが、まず私どもの何を狙って何を研究しているのかというのを、そこの骨太の大きな

考え方をもっと整理、それからそれを見せるようにすべきだということかなと思います。 

 冒頭、私の挨拶の中で、少し議論が生煮えのところがありますがと、少し言いわけをさ

せていただきましたが、やはり私どものペーパーはどうしても総論ばかり。それで個別課

題について具体論が出てくるという話なので、やはり気候変動とか老朽化とか大きな流れ

の中で、何を考えてどのようなところを潰そうとしているのかという全体を見たような大

局的な考え方に基づく具体論の話ということが必要ではなかろうかということかと思いま

した。 

 それからもう一点、やはり全体で共通したのが、私どもは全部国総研の中から外を見た

説明なり取り組みになっていると。それを外から見る、もしくは全体の中で自分たちの位

置づけというのを俯瞰して見ると、研究の仕方にしても、それから施設の保有にしても、

広報の発信にしても、違った世界が見えてくるのではなかろうかというご指摘だったと思

います。 

 いずれも、非常に根本に関わる骨太のご意見を頂戴したと思っています。これを具体的

に、またおこなっていくことが非常に重いですが、私どもに重要になってくる仕事。まさ

に、でもそのようなご議論をいただくことが５年に１度の機関評価途中でこのように意見

を頂戴するということの意義だと思っておりますので、しっかり取り組んでまいりたいと

考えております。 

 本日はどうもありがとうございました。 
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【事務局】 以上で、全ての議事が終了いたしました。本日はお忙しい中、貴重な時間を

割いていただきまして、まことにありがとうございました。 

 以上をもちまして、第２回国土技術政策総合研究所研究評価委員会を閉会とさせていた

だきます。本日はどうもありがとうございました。 


